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就学事務について
 市町村の教育委員会は、学齢（満６歳～15歳）児童・生徒の小中学校への就学にあたり、住民基本台帳に基づき、区域内に住所を
有する者の名簿（学齢簿）の作成・管理や就学校の指定などの事務（就学事務）を行っている

 小学校入学に際しての学齢簿の作成から入学までの事務フロー概要は以下の図の通り
 文部科学省は、法令事項等、判断に迷うことの多い事項等をまとめたQ&Aを作成し、HPで公表するなどの取組を行っている
 自治体の約76%は、「住民基本台帳システムと連動した学齢簿システム」を導入済※

※ 出典：令和元年９月「外国人の子供の就学状況等調査結果」（文部科学省）

学齢簿の作成

保護者に入学期日・就学校の指定を通知

入 学

就学時の健康診断

【学校選択制を導入している場合】
保護者からの意見聴取

就学指定の変更

10月31日まで

11月30日まで

1月31日まで

4月1日
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・申請書
・所得証明書等

学校
生活保護
担当課

保護者

教育委員会

Excel等
or

【事例１】
（１）システムに個人の支給金額を登録
（２）会計担当へ支給データを提出
（３）教育委員会から保護者口座に振り込み

【事例２】
（１）システムに個人の支給金額を登録
（２）学校単位で集計、各学校への支給額を算出
（３）教育委員会から学校長口座に振り込み
（４）学校長から保護者口座に振り込み

【事例３】
（１）Excelファイルに個人の支給金額を入力
（２）会計担当へ支給データを提出
（３）支給のお知らせとともに保護者へ支給

申請 認定 支給

【事例１】
（１）申請者情報をシステムに入力
（２）システムから税情報の呼び出し
（３）その他の該当要件の確認

・生活保護受給者情報
・児童扶養手当受給者情報等

（４）世帯人数に応じた所得基準額と申請世帯の
所得金額等を比較し、認定・非認定を分別

【事例２】
（１）申請者情報をExcelファイルに入力
（２）所得データをExcelファイルに入力
（３）その他の該当要件の確認

費用明細書
・修学旅行費
・校外活動費等

保護者口座振込

認定手続

支給手続

システム

・保護者からの提出書類
・学校長の意見書等

認定通知

生活保護世帯の確認
➤受給者データの提供

その他
関係課

該当要件の確認
➤児童扶養手当受給者
情報の提供

就学援助事務について
 各市町村教育委員会における就学援助費の認定から支給までの標準的な業務フローは以下の図の通り。
 就学援助は市町村事業であり、申請方法・認定基準・支給内容・保護者への支給方法等は各市町村教育委員会の判断により異なる。
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